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男鹿市規則第１９号 

 

男鹿市単独運行バス条例施行規則の一部を改正する規則 

男鹿市単独運行バス条例施行規則（平成２２年男鹿市規則第２号）の一部を次のように改正する。 

 
改正後 改正前 

様式第１号(第５条関係) 様式第１号(第５条関係) 
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改正後 改正前 

  

備考 改正箇所は、太枠で示した部分である。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


